
○
社
会
労
働
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
五
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

提
出

　
　
　

提　

出

月　

日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参　
　
　
　

議　
　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

　
2
8

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

五
七
、
二
、
九

五
七
、
四

二
〇

受　
　
　

領

五
七
、
二
、
九

（
予
）

五
七
、
五
、
一
三

可　
　

決

五
七
、
五
、
一
四

可　
　

決

五
七
、
二
、
九

五
七
、
四
、
二
〇

可　
　

決

五
七
、
四
、
二
〇

可　
　

決

3
0

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
一
〇

四
、

一
三

受　
　
　

領

二
、
一
〇

（
予
）

八

、
三

修　
　

正

八
、
四

修　
　

正

二
、
一
〇

四
、
八

可　
　

決

四
、
一
三

可　
　

決

　

五
七
、
八
、
四

衆
へ
回
付

八
、
五

衆　

同　

意

3
9

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
一
二

五
、
一
四

受　
　
　

領

二
、
一
二

（
予
）

八
、
三

可　
　

決

八
、
四

可　
　

決

二
、
一
九

四
、
二
七

可　
　

決

五
、
一
四

可　
　

決

4
0

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
一
二

四
、
二

〇

受　
　
　

領

四
、
二
三

八

、
三

修　
　

正

八
、
四

修　
　

正

三
、
一
六

四
、
一
五

可　
　

決

四

、
二
〇

可　
　

決

八
、
四

衆
へ
回
付八

、
五

衆　

同　

意

第
九
十
四
回

国　
　

会
7
4

　

老
人
保
健
法
案

五
六
、
五

、
一
五

五
七
、
八
、
四

　

送　
　
　

付
五
六
、
一
一
、
二
〇

五
七
、　

八
、
三

修　
　
　
　
　

正

五
七
、
八
、
四

修　
　
　

正

五
七
、
八
、
五

五
七
、
八
、
九

可　
　

決

五
七
、
八
、
一
〇

可　
　

決



本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
五
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　

名

提　

出　

者

（
月　
　
　

日
）

予
備
送

付
月
日

　

衆　

へ　

提

出
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

Ｑ
り

公
衆
浴
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

田
中
寿
美
子
君

外　
　

七　
　

名

（
五
七
、
四
、
二
六
）

五
七
、
四
、
三
〇

五
七
、
四
、
二
六

未　
　
　
　
　
　
　

了

五
七
、
四
、

三
〇

（
予
）

４

雇
用
に
お
け
る
男
女
の
平
等
取
扱
い

の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

田
中
寿
美
子
君

外　

二　

名
（
四
、
二
六
）

四
、
三
〇

四
、
二
六

未　
　
　
　
　
　
　

了

四
、
、
三
〇

（
予
）

ｒ
Ｄ

市
町
村
が
行
う
寒
冷
地
世
帯
暖
房
費

援
助
事
業
に
係
る
国
の
補
助
に
関
す

る
法
律
案

対
馬
孝
且
君

外　
　

一　
　

名

（
四
、
二
六
）

四
、
三
〇

四
、
二
六

未　
　
　
　
　
　
　
　

了

四
、
三
〇

（
予
）

７

育
児
休
業
法
案

安
恒
良
一
君

外　
　

二　
　

名

（
五
、
一
二
）

五
、

一
三

五
、

一
二

未　
　
　
　
　
　
　

了

五
、
一
三

（
予
）

1
0

戦
時
災
害
援
護
法
案

本
岡
昭
次
君

外　
　

六　
　

名

（
七
、
三
〇
）

八
、
二

七
、
三
〇

未　
　
　
　
　
　
　

了

八
、
二

（
予
）



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
六
件
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　

名

提　

出　

者

（
月　
　
　

日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参　
　
　

議　
　
　

院

衆　
　
　

議　
　
　

院

備　
　

考

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

委
員
会

付　
　

託

委
員
会

議　
　

決

本
会
議

議　
　

決

１

歯
科
技
工
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

社
会
労
働

委　

員　

長

　

（
五
六
、
一
二
、
二
一
）

五
六
、
一
二
、
二
一

五
六
、
一
二
、
二
一

五
六
、
一
二
、
二
一

（
予
）

五
六
、
一
二
、
二
二

可　
　

決

五
六
、
一
二
、
二
二

可　
　

決

五
六
、
一
二
、
二
一

可　
　

決

　
1
3

原
子
爆
弾
被
爆
者
等
援
護
法
案

森
井
忠
良
君

外　

六　

名

　

（
五
七
、
四
、
八
）

五
七
、
四
、
九

五
七
、
四
、
九

（
予
）

五
七
、
四
、
九

未　
　
　
　
　
　
　
　

了

1
7

　

定
年
制
及
び
中
高
年
齢
者
の
雇
入
れ

の
拒
否
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律
案

田
口
一
男
君

外　
　

八　
　

名

　
　
　

（
四
、
二
三
）

四
、
二
六

四
、
二
六

（
予
）

四
、
二
六　

継　

続　

審　

査

2
5　

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

森
井
忠
良
君

外　

三　

名

　
　
　

（
五
、
一
三
）

五
、
一
四

五
、
一
四

（
予
）

五
、
一
四

継　

続　

審　

査

　
3
4

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

森
井
忠
良
君

外　

二　

名

　
　
　

（
八
、
四
）

八
、
六

八
、
六

（
予
）

八
、
六

継　

続　

審　

査

3
5

　

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

社
会
労
働

委　

員　

長

　
　

（
八
、
九
）

八
、
一
〇

五
七
、
八
、
一
〇

八
、
一
〇

（
予
）

五
七
、
八
、
一
九

可　
　

決

五
七
、
八
、
二
〇

可　
　

決

五
七
、
八
、
一
〇

可　
　

決



勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
八

号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、　

二
、　

九　

内
閣
提
出

四
、
二
〇　

衆
可
決

五
、
一
四　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た
勤
労
者
の
計
画
的
な
財

産
形
成
及
び
持
家
取
得
の
一
層
の
促
進
を
図
る
た
め
、
勤
労
者
財
産

形
成
年
金
貯
蓄
制
度
の
創
設
及
び
勤
労
者
財
産
形
成
持
家
融
資
の
貸

付
限
度
額
の
引
上
げ
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
勤
労
者
財
産
形
成
は
、
以
下
、
財

形
と
い
う
。
）

一
、
財
形
年
金
貯
蓄
制
度
の
創
設

　

1　

財
形
年
金
貯
蓄
契
約

（
1
）　

財
形
年
金
貯
蓄
契
約
と
は
、
五
十
五
歳
未
満
の
勤
労
者
が

　

締
結
し
た
次
の
契
約
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

　

①　

金
融
機
関
等
と
の
預
貯
金
等
に
関
す
る
契
約

　
　

イ　

金
銭
の
払
込
み
は
、
五
年
以
上
、
定
期
に
行
い
、
年

　
　

金
の
支
払
は
、
六
十
歳
以
後
五
年
以
上
、
定
期
に
行
わ

　
　

れ
る
こ
と
。
ま
た
、
金
銭
の
払
込
み
は
、
事
業
主
が
賃

　
　

金
か
ら
控
除
し
て
行
う
か
、
勤
労
者
が
財
形
給
付
金
等

　
　

に
よ
り
行
う
こ
と
。

　

ロ　

預
貯
金
等
（
利
子
等
を
含
む
）
は
、
年
金
の
支
払
等

　
　

の
場
合
を
除
き
、
払
出
し
等
を
し
な
い
こ
と
。

②　

生
命
保
険
会
社
等
と
の
生
命
保
険
契
約
等
（
郵
便
年
金

契
約
を
含
む
）

イ　

①
の
イ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

ロ　

金
銭
の
支
払
は
、
年
金
の
支
払
の
ほ
か
、
年
金
支
払

　

開
始
日
前
に
そ
の
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
限
り
行
わ
れ
、

　

そ
の
保
険
金
等
の
額
は
、
所
定
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
被
保
険
者
と
そ
の
者
が
生
存
し
て
い
る
と
き
の

　

年
金
受
取
人
と
が
、
同
一
人
で
あ
る
こ
と
。

　

（
2
）　

財
形
年
金
貯
蓄
契
約
は
、
勤
労
者
一
人
が
一
契
約
に
か
ぎ

　
　

り
締
結
で
き
る
こ
と
。

２　

財
形
年
金
貯
蓄
制
度
の
創
設
に
伴
う
措
置
等

　
　

財
形
貯
蓄
契
約
は
五
十
五
歳
未
満
の
勤
労
者
が
締
結
し
た
契

　

約
と
す
る
こ
と
、
財
形
給
付
金
契
約
等
の
受
益
者
等
に
財
形
年

　

金
貯
蓄
契
約
に
基
づ
く
預
入
等
を
行
う
勤
労
者
を
加
え
る
こ
と



　
　

等
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

二
、
財
形
持
家
個
人
融
資
の
貸
付
限
度
額
の
引
上
げ

　
　

貸
付
限
度
額
を
財
形
貯
蓄
（
財
形
年
金
貯
蓄
を
含
む
）
の
額
の

　

三
倍
か
ら
五
倍
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

三
、
施
行
期
日

　

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
財
形
持
家
個
人
融
資
の
貸
付
限
度
額
の
引
上
げ
に
係
る

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

四
、
財
形
貯
蓄
契
約
等
に
係
る
経
過
措
置
等

　

施
行
日
以
後
二
年
間
は
、
五
十
五
歳
以
上
の
勤
労
者
で
あ
つ
て

も
財
形
貯
蓄
契
約
及
び
財
形
年
金
貯
蓄
契
約
を
新
た
に
締
結
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
、
施
行
日
以
後
二
年
間
の
う
ち
に
締
結
す
る

財
形
年
金
貯
蓄
契
約
に
つ
い
て
は
、
金
銭
の
払
込
み
期
間
は
三
年

以
上
で
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
の
経
過
措
置
等
を
講
ず
る
こ

と

。

委
員
長
報
告

　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る

審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
法
律
案
の
内
容
は
、
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
た
勤
労
者
の
計
画

的
な
財
産
形
成
の
一
層
の
促
進
を
図
る
た
め
、
勤
労
者
財
産
形
成
年

金
貯
蓄
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
勤
労
者
財
産
形
成
持
ち
家
個

人
融
資
の
貸
付
限
度
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　

委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

　

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
附
帯
決
議
が
全
会
一
致
を
も
っ
て
付

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
三
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、　

二
、
一
〇　

内
閣
提
出

四
、
一
三　

衆
可
決

八
、　

四　

参
修
正

八
、　

五　

衆
同
意



要
旨

　

本
法
律
案
は
、
戦
傷
病
者
、
戦
没
者
遺
族
等
の
処
遇
の
改
善
を
図

る
た
め
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
等
の
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
等
の
支
給
範
囲
を
拡
大
す
る

等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
改
正
に
関
す
る
事
項

１
、
障
害
年
金
の
額
の
引
上
げ

　

障
害
年
金
の
額
を
、
恩
給
法
に
準
じ
て
引
き
上
げ
、
第
一
項

症
の
場
合
現
行
の
三
百
七
十
二
万
円
を
昭
和
五
十
七
年
五
月
分

か
ら
三
百
九
十
二
万
五
千
円
、
同
年
八
月
分
か
ら
三
百
九
十
五

万
五
千
円
に
増
額
す
る
と
と
も
に
、
扶
養
親
族
加
給
の
額
に
つ

い
て
も
引
き
上
げ
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

２
、
遺
族
年
金
及
び
遺
族
給
与
金
の
額
の
引
上
げ

　

遺
族
年
金
及
び
遺
族
給
与
金
（
先
順
位
者
）
の
額
を
、
恩
給

法
に
準
じ
て
引
き
上
げ
、
現
行
百
二
十
三
万
六
千
円
を
昭
和
五

十
七
年
五
月
分
か
ら
百
二
十
九
万
九
千
円
、
同
年
八
月
分
か
ら

百
三
十
二
万
円
と
す
る
と
と
も
に
、
障
害
年
金
受
給
者
が
死
亡

（
平
病
死
）
し
た
場
合
に
係
る
遺
族
年
金
等
の
額
に
つ
い
て
、

現
行
の
二
十
四
万
円
を
同
年
五
月
分
か
ら
二
十
五
万
三
千
二
百

円
、
同
年
八
月
分
か
ら
二
十
五
万
九
千
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と

等
と
す
る
こ
と
。

二
、
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
の
一
部
改
正
に
関
す
る
事
項

　

未
帰
還
者
の
留
守
家
族
に
支
給
す
る
留
守
家
族
手
当
の
月
額
を
、

遺
族
年
金
の
増
額
に
準
じ
て
、
現
行
の
九
万
五
千
円
を
昭
和
五
十

七
年
五
月
分
か
ら
十
万
二
百
五
十
円
、
同
年
八
月
分
か
ら
十
万
二

千
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

三
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
、
戦
没
者
の
父

母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及
び
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対

す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
改
正
に
関
す
る
事
項

　

昭
和
五
十
六
年
の
遺
族
援
護
法
の
改
正
に
よ
り
、
遺
族
給
与
金

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至
つ
た
戦
没
者
の
妻
及
び
父
母
等
並

び
に
障
害
年
金
等
を
受
け
る
に
至
つ
た
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
し
、

そ
れ
ぞ
れ
特
別
給
付
金
と
し
て
額
面
二
十
万
円
十
年
償
還
、
同
十

万
円
五
年
償
還
、
同
五
万
円
五
年
償
還
の
無
利
子
の
国
債
を
支
給

す
る
こ
と
。

四
、
施
行
期
日

　

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
等
の
再
度
の
増
額
に
つ
い
て
は

同
年
八
月
一
日
か
ら
、
三
、
に
つ
い
て
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施



行
す
る
こ
と
。

修
正
要
旨

　

本
法
律
案
中
「
昭
和
五
十
七
年
五
月
一
日
」
施
行
（
再
度
の
増
額

に
つ
い
て
は
八
月
一
日
）
と
な
つ
て
い
る
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
等
に
よ
る
遺
族
年
金
等
の
額
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
五
月
一
日
（
再
度
の
増
額
に
つ
い

て
は
八
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

老
人
保
健
法
案
の
委
員
長
報
告
参
照

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
七
、　

二
、
一
二　

内
閣
提
出

五
、
一
四　

衆
可
決

八
、　

四　

参
可
決

要
旨

本
法
律
案
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
、

医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理

手
当
及
び
保
健
手
当
の
額
を
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
医
療
特
別
手
当
の
額
の
引
上
げ

　

原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、

原
子
爆
弾
の
傷
害
作
用
に
起
因
す
る
負
傷
又
は
疾
病
の
状
態
に
あ

る
旨
の
厚
生
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
被
爆
者
で
あ
つ
て
、
現
に
当

該
負
傷
又
は
疾
病
の
状
態
に
あ
る
も
の
に
支
給
す
る
医
療
特
別
手

当
の
額
を
、
月
額
九
万
八
千
円
か
ら
十
万
二
千
四
百
円
に
引
き
上

げ
る
こ
と
。

二
、
特
別
手
当
の
額
の
引
上
げ

　

原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、

原
子
爆
弾
の
傷
害
作
用
に
起
因
す
る
負
傷
又
は
疾
病
の
状
態
に
あ

る
旨
の
厚
生
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
被
爆
者
で
あ
つ
て
、
現
に
当

該
負
傷
又
は
疾
病
の
状
態
に
な
い
も
の
に
支
給
す
る
特
別
手
当
の

額
を
、
月
額
三
万
六
千
円
か
ら
三
万
七
千
七
百
円
に
引
き
上
げ
る

こ
と
。

三
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
の
額
の
引
上
げ



　

原
子
爆
弾
の
放
射
能
の
影
響
に
よ
る
小
頭
症
の
患
者
に
支
給
す

る
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
の
額
を
、
月
額
三
万
三
千
六
百
円
か
ら

三
万
五
千
百
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

四
、
健
康
管
理
手
当
の
額
の
引
上
げ

　

原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被

爆
者
で
あ
つ
て
、
造
血
機
能
障
害
、
肝
蔵
機
能
障
害
そ
の
他
の
厚

生
省
令
で
定
め
る
障
害
を
伴
う
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
も
の
に
支

給
す
る
健
康
管
理
手
当
の
額
を
、
月
額
二
万
四
千
円
か
ら
二
万
五

千
百
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

五
、
保
健
手
当
の
額
の
引
上
げ

　

厚
生
省
令
で
定
め
る
範
囲
の
身
体
上
の
障
害
の
あ
る
者
等
に
支

給
す
る
保
健
手
当
の
額
を
月
額
二
万
四
千
円
か
ら
二
万
五
千
百
円

に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
の
者
に
支
給
す
る
保
健
手

当
の
額
を
月
額
一
万
二
千
円
か
ら
一
万
二
千
六
百
円
に
引
き
上
げ

る
こ
と
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

老
人
保
健
法
案
の
委
員
長
報
告
参
照

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
〇
号
）
（
衆
議

院
送
付
）

五
七
、　

二
、
一
二　

内
閣
提
出

四
、
二
〇　

衆
可
決

八
、　

四　

参
修
正

八
、　

五　

衆
同
意

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
老
人
、
心
身
障
害
者
及
び
母
子
家
庭
の
福
祉
の
向

上
を
図
る
た
め
、
厚
生
年
金
保
険
、
船
員
保
険
及
び
拠
出
制
国
民
年

金
に
つ
い
て
昭
和
五
十
七
年
度
に
お
い
て
特
例
と
し
て
年
金
額
を
改

定
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
福
祉
年
金
、
児
童
扶
養
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
及
び
福
祉
手
当
の
額
を
引
き
上
げ
る
等
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
拠
出
年
金
に
関
す
る
事
項

１　

物
価
ス
ラ
イ
ド
の
特
例
措
置

　

昭
和
五
十
七
年
度
に
お
い
て
、
昭
和
五
十
六
年
度
の
消
費
者

物
価
上
昇
率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
、

特
例
と
し
て
そ
の
上
昇
率
に
応
じ
た
年
金
額
の
引
上
げ
を
実
施



す
る
こ
と
。

２　

物
価
ス
ラ
イ
ド
の
実
施
時
期
の
繰
上
げ

　

昭
和
五
十
七
年
度
に
お
け
る
年
金
額
の
引
上
げ
の
実
施
時
期

を
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
船
員
保
険
に
つ
い
て
は
昭
和
五
十
七

年
十
一
月
か
ら
同
年
七
月
に
、
拠
出
制
国
民
年
金
に
つ
い
て
は

昭
和
五
十
八
年
一
月
か
ら
昭
和
五
十
七
年
八
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ

繰
り
上
げ
る
こ
と
。

二
、
福
祉
年
金
に
関
す
る
事
項

１　

老
齢
福
祉
年
金

老
齢
福
祉
年
金
の
額
を
月
額
二
万
四
千
円
か
ら
二
万
五
千
百

円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

２　

障
害
福
祉
年
金

　

障
害
福
祉
年
金
の
額
を
一
級
障
害
に
つ
い
て
月
額
三
万
六
千

円
か
ら
三
万
七
千
七
百
円
に
、
二
級
障
害
に
つ
い
て
月
額
二
万

四
千
円
か
ら
二
万
五
千
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
。

３　

母
子
福
祉
年
金
及
び
準
母
子
福
祉
年
金

母
子
福
祉
年
金
及
び
準
母
子
福
祉
年
金
の
額
を
月
額
三
万
千

二
百
円
か
ら
三
万
二
千
七
百
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

三
、
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
事
項

児
童
扶
養
手
当
の
額
を
児
童
一
人
の
場
合
月
額
三
万
千
二
百
円

か
ら
三
万
二
千
七
百
円
に
、
児
童
二
人
の
場
合
月
額
三
万
六
千
二

百
円
か
ら
三
万
七
千
七
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ
と
。

四
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
事
項

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額
を
障
害
児
一
人
に
つ
き
月
額
二
万
四

千
円
か
ら
二
万
五
千
百
円
に
、
重
度
障
害
児
一
人
に
つ
き
月
額
三

万
六
千
円
か
ら
三
万
七
千
七
百
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
こ

と

。

五
、
福
祉
手
当
に
関
す
る
事
項

福
祉
手
当
の
額
を
月
額
一
万
円
か
ら
一
万
五
百
五
十
円
に
引
き

上
げ
る
こ
と
。

六
、
施
行
期
日

　

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
物
価
ス
ラ
イ
ド
の
特
例
措
置
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

修
正
要
旨

本
法
律
案
の
う
ち
、
拠
出
年
金
の
昭
和
五
十
七
年
度
に
お
け
る
物

価
ス
ラ
イ
ド
の
実
施
期
間
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
厚

生
年
金
保
険
及
び
船
員
保
険
は
同
年
七
月
一
日
、
国
民
年
金
は
同
年

八
月
一
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
こ
と
。



委
員
長
報
告

老
人
保
健
法
案
の
委
員
長
報
告
参
照

老
人
保
健
法
案
（
第
九
十
四
回
国
会
閣
法
第
七
四
号
、
第
九
十
五
回
国

会
衆
議
院
送
付
）
（
本
院
継
続
審
査
）

九
十
四
回
国
会　

五
六
、　

五
、
一
五　

内
閣
提
出

衆
継
続
審
査

九
十
五
回
国
会　

五
六
、
一
〇
、
一
五　

衆
本
会
議
趣
旨
説
明

一
一
、　

一
三　

衆
修
正

一
一
、
二
〇　

参
本
会
議
趣
旨
説
明

参
継
続
審
査

九
十
六
回
国
会　

五
七
、　

八
、　

四　

参
修
正

八
、
一
〇　

衆
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
に
対
応
し
て
、
老
後
に
お

け
る
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
、
健
康
手
帳
の
交
付
、
健
康
診
査
、

医
療
等
の
保
健
事
業
を
総
合
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
必

要
な
費
用
の
公
平
な
負
担
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
社
会
保
険
診
療
報
酬

支
払
基
金
の
保
険
者
か
ら
の
拠
出
金
の
徴
収
及
び
市
町
村
に
対
す
る

交
付
金
の
交
付
の
業
務
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
診
療
報
酬
支
払
方
式
の
中
央
社
会
保

険
医
療
協
議
会
で
の
審
議
、
一
部
負
担
の
軽
減
、
保
険
者
拠
出
金
の

按
分
率
の
法
定
化
等
に
つ
い
て
、
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

衆
議
院
送
付
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
目
的

　

国
民
の
自
助
と
連
帯
の
精
神
に
基
づ
き
、
国
民
の
老
後
に
お
け

る
健
康
の
保
持
と
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
疾
病
の
予

防
、
治
療
、
機
能
訓
練
に
至
る
各
種
保
健
事
業
を
総
合
的
に
行
う

と
と
も
に
、
そ
れ
に
必
要
な
費
用
は
国
民
が
公
平
に
負
担
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

二
、
老
人
保
健
審
議
会

１　

老
人
保
健
審
議
会
は
、
保
険
者
の
拠
出
金
等
に
関
す
る
重
要

事
項
を
調
査
審
議
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
政
府
原
案
で
は
、

老
人
保
健
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
と
な
つ
て
い

る
）

２　

審
議
会
は
、
老
人
保
健
事
業
の
関
係
者
及
び
学
識
経
験
者
二

十
人
以
内
の
委
員
で
構
成
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
保
健
事
業



１　

市
町
村
は
、
厚
生
大
臣
が
地
域
の
実
情
に
配
意
し
て
定
め
る

基
準
に
従
い
、
健
康
手
帳
の
交
付
、
健
康
教
育
、
健
康
相
談
、

健
康
診
査
、
医
療
、
機
能
訓
練
、
訪
問
指
導
等
の
各
種
保
険
事

業
を
総
合
的
、
一
体
的
に
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２　

医
療
は
七
十
歳
以
上
の
者
及
び
六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

で
一
定
程
度
以
上
の
障
害
の
あ
る
者
を
対
象
と
し
、
そ
の
他
の

保
健
事
業
は
四
十
歳
以
上
の
者
（
職
域
等
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

事
業
に
相
当
す
る
事
業
の
対
象
と
な
る
者
を
除
く
）
を
対
象
と

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
政
府
原
案
で
は
、
医
療
の
対
象
は

七
十
歳
以
上
と
な
つ
て
い
る
）

３　

医
療
は
健
康
保
険
法
及
び
国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
保
険
医

療
機
関
に
健
康
手
帳
を
提
示
し
て
受
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４　

老
人
保
健
法
に
よ
る
診
療
方
針
及
び
診
療
報
酬
は
、
厚
生
大

臣
が
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
政
府
原
案
で
は
、
厚
生
大
臣
は
老
人
保
健

審
議
会
に
諮
問
す
る
と
な
つ
て
い
る
）

５　

医
療
を
受
け
る
者
は
、
老
人
保
健
取
扱
機
関
ご
と
に
、
外
来

一
月
四
百
円
（
政
府
原
案
は
五
百
円
）
、
入
院
一
日
三
百
円
、

二
箇
月
間
を
限
度
（
政
府
原
案
は
四
箇
月
間
を
限
度
）
と
し
て

一
部
負
担
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
、
費
用

１　

医
療
に
要
す
る
費
用
は
、
国
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
都
道
府
県

及
び
市
町
村
は
そ
れ
ぞ
れ
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
負
担
す
る
ほ
か
、

医
療
保
険
各
法
の
保
険
者
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
拠
出
す
る
も

の
と
し
、
保
険
者
拠
出
金
の
按
分
率
は
二
分
の
一
と
し
て
法
定

す
る
こ
と
。
（
政
府
原
案
で
は
、
政
令
に
よ
り
二
分
の
一
以
上

を
按
分
す
る
と
な
つ
て
い
る
）

２　

医
療
以
外
の
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
は
、
国
、
都
道
府
県
、

市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
ず
つ
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ

と

。

五
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
に
お
け
る
老
人
保
健
業
務

　

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
は
、
保
険
者
か
ら
医
療
に
要
す

る
費
用
に
か
か
る
拠
出
金
を
徴
収
し
、
市
町
村
に
対
し
交
付
す
る

事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

六
、
関
係
法
律
の
改
正

　

老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
老
人
医
療
費
の
支
給
に
関

す
る
規
定
等
を
整
理
す
る
ほ
か
、
医
療
保
険
各
法
に
お
い
て
は
、

七
十
歳
以
上
の
加
入
者
に
つ
い
て
療
養
の
給
付
を
行
わ
な
い
こ
と

等
と
す
る
こ
と
。

七
、
施
行
期
日



　

老
人
保
健
審
議
会
に
関
す
る
部
分
は
公
布
の
日
か
ら
三
月
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
部
分
は
公
布
の
日
か
ら
一

年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
。

修
正
要
旨

一
、
次
年
度
以
降
の
保
険
者
拠
出
金
の
加
入
者
按
分
率
は
、
老
人
人

　

口
の
増
加
率
等
を
勘
案
し
て
毎
年
度
政
令
で
定
め
る
率
と
し
、
こ

　

の
法
律
施
行
後
三
年
以
内
を
目
途
と
し
て
見
直
す
も
の
と
す
る
こ

と

。

二
、
一
に
よ
り
加
入
者
按
（
あ
ん
）
分
率
を
政
令
で
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、

　

厚
生
大
臣
は
、
あ
ら
か
じ
め
老
人
保
健
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
も

　

の
と
す
る
こ
と
。

三
、
被
用
者
保
険
本
人
の
入
院
時
一
部
負
担
金
は
、
健
康
保
険
法
に

　

よ
る
負
担
額
（
一
万
五
千
円
）
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

四
、
そ
の
他
保
険
者
の
拠
出
金
等
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
を
行
う
こ

と

。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
四
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
社
会

労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
老
人
保
健
法
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
案
の
主
な
る
内
容
は
、
国
民
の
老
後
に
お
け
る
健
康
の
保
持
と

医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
市
町
村
は
健
康
手
帳
の
交
付
、
健
康
診

査
、
医
療
等
の
保
健
事
業
を
、
医
療
に
つ
い
て
は
七
十
歳
以
上
の
住

民
を
、
そ
の
他
の
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
四
十
歳
以
上
の
住
民
を
対

象
と
し
て
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
そ
の
医
療
を
受
け
る
際
、
医

療
を
受
け
る
者
が
一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
と
し
、
保
健
事
業
に

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
医
療
以
外
の
保
健
事
業
は
国
、
都
道
府
県
、

市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
ず
つ
の
負
担
を
、
医
療
に
要
す
る
費

用
に
つ
い
て
は
国
が
二
割
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
お
の
お
の
五

％
、
医
療
保
険
各
法
に
定
め
る
保
険
者
が
七
割
を
拠
出
し
、
そ
の
保

険
者
の
拠
出
金
は
、
老
人
医
療
費
の
二
分
の
一
を
七
十
歳
以
上
加
入

者
の
総
数
を
基
準
と
し
て
案
分
調
整
す
る
こ
と
。
社
会
保
険
診
療
報

酬
支
払
基
金
の
保
険
者
か
ら
の
拠
出
金
の
徴
収
及
び
市
町
村
に
対
す

る
交
付
金
の
業
務
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
愛
知
県
、
静
岡
県
に
対
す
る
現
地
調

査
、
参
考
人
か
ら
の
意
見
聴
取
、
内
閣
、
地
方
行
政
、
文
教
及
び
農

林
水
産
委
員
会
と
連
合
審
査
を
行
う
な
ど
慎
重
な
審
査
が
行
わ
れ
ま



し
た
。

　

委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
主
な
る
点
は
、
第
一
は
老
人
医
療
費
の

増
大
と
診
療
報
酬
の
支
払
い
方
式
に
つ
い
て
、
第
二
は
老
人
医
療
費

拠
出
金
の
決
定
方
法
と
そ
の
限
度
に
つ
い
て
、
第
三
は
保
健
事
業
の

具
体
的
内
容
と
実
施
体
制
、
要
員
の
確
保
、
施
設
の
整
備
、
第
四
は

老
人
医
療
に
対
す
る
一
部
負
担
の
導
入
等
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳

細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　

質
疑
を
終
了
し
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、
公
明
党
・
国

民
会
議
及
び
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
、
遠
藤
理
事
よ
り
、
第

一
に
、
保
険
者
拠
出
金
の
加
入
者
案
分
率
は
老
人
人
口
の
増
加
率
を

限
度
と
し
、
法
律
施
行
後
三
年
以
内
を
目
途
に
見
直
す
こ
と
、
第
二

に
、
入
院
時
一
部
負
担
金
の
軽
減
な
ど
を
内
容
と
す
る
修
正
案
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
い
で
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
、
日
本
共

産
党
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
原
案
並
び
に
修
正
案
に
反
対
、
自
由
民
主
党
・

自
由
国
民
会
議
、
公
明
党
・
国
民
会
議
及
び
民
社
党
・
国
民
連
合
よ

り
そ
れ
ぞ
れ
原
案
並
び
に
修
正
案
に
賛
成
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。

　

討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
修

正
議
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
老
人
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
、
診

療
方
針
及
び
診
療
報
酬
を
改
善
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
附
帯
決

議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
外
二
法
律
案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

は
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
ほ
か
、
関
連
す
る
四
法
律

を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
る
内
容
は
、
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
に
対
す
る
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
等
の
額
を
恩

給
法
に
準
じ
て
引
き
上
げ
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金

等
の
支
給
範
囲
の
拡
大
等
で
あ
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
主
な
る
内
容
は
、

厚
生
年
金
、
船
員
保
険
及
び
拠
出
制
国
民
年
金
に
つ
い
て
、
昭
和
五

十
七
年
度
に
お
い
て
、
昭
和
五
十
六
年
度
の
消
費
者
物
価
上
昇
率
が

五
％
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
特
例
と
し
て
そ
の
上
昇
率
に

応
じ
た
年
金
額
の
引
き
上
げ
を
実
施
す
る
ほ
か
、
福
祉
年
金
、
児
童

扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
及
び
福
祉
手
当
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ

引
き
上
げ
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
は
、
医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小



頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
及
び
保
健
手
当
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
引
き

上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
三
案
を
一
括
議
題
と
し
て
審
議

を
進
め
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま

す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
ま
ず
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国

民
会
議
、
日
本
共
産
党
、
民
社
党
・
国
民
連
合
、
新
政
ク
ラ
ブ
及
び

一
の
会
を
代
表
し
て
、
安
恒
理
事
よ
り
、
施
行
期
日
の
繰
り
上
げ
に

つ
い
て
の
各
派
共
同
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
次
い
で
自
由
民
主
党
・

自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て
、
佐
々
木
理
事
よ
り
、
戦
傷
病
者
戦
没

者
遺
族
等
援
護
法
等
に
よ
る
遺
族
年
金
等
の
額
の
引
き
上
げ
の
施
行

期
日
に
つ
い
て
、
本
年
五
月
一
日
、
八
月
一
日
と
あ
る
の
を
公
布
の

日
と
改
め
、
そ
れ
ぞ
れ
五
月
一
日
、
八
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
適

用
す
る
旨
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
安
恒
理
事
提
出
の
修
正
案
は
賛
成
少
数
で
否
決
さ

れ
、
佐
々
木
理
事
提
出
の
修
正
案
並
び
に
修
正
部
分
を
除
く
原
案
は

多
数
で
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の

と
決
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、

日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、
民
社
党
・
国

民
連
合
、
新
政
ク
ラ
ブ
及
び
一
の
会
を
代
表
し
て
、
渡
部
理
事
よ
り
、

物
価
ス
ラ
イ
ド
等
の
実
施
時
期
繰
り
上
げ
に
つ
い
て
の
各
派
共
同
修

正
案
が
提
出
さ
れ
、
次
い
で
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表

し
て
、
佐
々
木
理
事
よ
り
、
拠
出
年
金
の
年
金
額
の
物
価
ス
ラ
イ
ド

の
施
行
期
日
に
つ
い
て
、
本
年
七
月
一
日
、
八
月
一
日
と
あ
る
の
を

公
布
の
日
と
改
め
、
そ
れ
ぞ
れ
七
月
一
日
、
八
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
適
用
す
る
旨
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
渡
部
理
事
提
出
の
修
正
案
は
賛
成
少
数
で
否
決
さ

れ
、
佐
々
木
理
事
提
出
の
修
正
案
並
び
に
修
正
部
分
を
除
く
原
案
は

多
数
で
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も
の

と
決
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・

国
民
会
議
、
日
本
共
産
党
、
民
社
党
・
国
民
連
合
、
新
政
ク
ラ
ブ
及

び
一
の
会
を
代
表
し
て
、
柄
谷
委
員
よ
り
、
施
行
期
日
の
繰
り
上
げ

に
つ
い
て
の
各
派
共
同
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
採
決
の
結
果
、
柄
谷
委
員
提
出
の
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て

否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
ま
し
た
。



　

な
お
、
以
上
三
法
律
案
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

　

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

歯
科
技
工
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
号
）　

（
衆
議
院
提

出
）

五
六
、
一
二
、
二
一　

衆
社
会
労
働
委
員
長
提

出

一
二
、
二
一　

衆
可
決

一
二
、
二
二　

参
可
決

要
旨

　

本
法
律
案
は
、
歯
科
技
工
士
の
資
質
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
次

の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
歯
科
技
工
士
の
免
許
権
者
を
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
厚
生
大
臣

に
改
め
る
こ
と
。

二
、
歯
科
技
工
士
試
験
は
、
厚
生
大
臣
が
こ
れ
を
行
う
も
の
と
し
、

　

そ
の
試
験
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
都
道
府
県
知
事
に

　

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
そ
の
他

１　

こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ

と

。

２　

歯
科
技
工
士
試
験
は
、
当
分
の
間
、
歯
科
技
工
士
養
成
所
の

　

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
。

３　

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
歯
科
技
工
士
の
免
許
を
受
け
て

　

い
る
者
は
、
改
正
後
の
歯
科
技
工
法
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
受

　

け
た
者
と
み
な
す
ほ
か
、
所
要
の
経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
歯
科
技
工
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過

並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
案
の
主
な
る
内
容
は
、
歯
科
技
工
士
の
免
許
権
者
及
び
歯
科
技

工
士
試
験
の
実
施
権
者
を
都
道
府
県
知
事
か
ら
厚
生
大
臣
に
改
め
る

こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一

段
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。



毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
三
五
号
）

（
衆
議
院
提
出
）

五
七
、
　
八
、
　
九
　
衆
社
会
労
働
委
員
長
提

出

八
、
一
〇
　
衆
可
決

八
、
二
〇
　
参
可
決

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
シ
ン
ナ
ー
等
の
乱
用
者
の
動
向
に

か
ん
が
み
、
シ
ン
ナ
ー
等
を
み
だ
り
に
摂
取
し
、
若
し
く
は
吸
入
し

又
は
こ
れ
ら
の
目
的
で
所
持
す
る
行
為
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
者

に
対
す
る
法
定
刑
を
、
現
在
の
三
万
円
以
下
の
罰
金
か
ら
、
一
年
以

下
の
懲
役
等
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
改
め
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
社
会
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審

査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
シ
ン
ナ
ー
等
を
み
だ
り
に
摂
取
し
、
若
し
く
は
吸
入
し

ま
た
は
こ
れ
ら
の
目
的
で
所
持
す
る
行
為
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
た

者
に
対
す
る
法
定
刑
を
引
き
上
げ
、
新
た
に
一
年
以
下
の
懲
役
等
に

処
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




